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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トラフィックチャネルをセットアップする方法において、
　制御チャネルを、同一制御チャネルの中において、前記制御チャネルの期間の１／２以
下である第１の制御サブチャネルと、前記制御チャネルの期間の１／２以下である第２の
制御サブチャネルとに分割するステップであって、前記第１の制御サブチャネルおよび前
記第２の制御サブチャネルが時間的に連続して発生しているステップと、
前記第１の制御サブチャネルおよび前記第２の制御サブチャネルにおいて、スロット割当
データを送信して、各時分割多重（ＴＤＭ）スロットを割当てるステップであって、前記
送信することは、前記第１の制御サブチャネルにおいて順方向スロット割当データを送信
すること、および前記第２の制御サブチャネルにおいて逆方向スロット割当データを送信
することを含むステップとを備え、
　前記逆方向スロット割当データを送信している間に、前記順方向スロット割当データに
よる順方向トラフィックチャネル割当が抽出され、前記順方向トラフィックチャネルが構
成されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記制御チャネルは、ページングチャネルであることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記逆方向スロット割当データによって定義される逆方向トラフィックチャネルの送信
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を、前記順方向スロット割当データによって定義される順方向トラフィックチャネルの送
信からずらすステップをさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記順方向トラフィックチャネルおよび前記逆方向トラフィックチャネルは、多くとも
前記制御チャネルの期間の１／２ずらされていることを特徴とする請求項３に記載の方法
。
【請求項５】
　前記第１の制御サブチャネル上でスロット割当データを送信する間に、逆方向チャネル
割当要求をロードするステップをさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　制御チャネルを、同一制御チャネルの中において、前記制御チャネルの期間の１／２以
下である第１の制御サブチャネルと、前記制御チャネルの期間の１／２以下である第２の
制御サブチャネルとに分割するプロセッサであって、前記第１の制御サブチャネルおよび
前記第２の制御サブチャネルが時間的に連続して発生しているプロセッサと、
　前記プロセッサに結合され、前記第１の制御サブチャネルおよび前記第２の制御サブチ
ャネルにおいて、スロット割当データを送信して、各時分割多重（ＴＤＭ）スロットを割
当てる送信機であって、前記第１の制御サブチャネルにおいて順方向スロット割当データ
が送信され、前記第２の制御サブチャネルにおいて逆方向スロット割当データが送信され
る送信機とを備え、
　前記逆方向スロット割当データを送信している間に、前記順方向スロット割当データに
よる順方向トラフィックチャネル割当が抽出され、前記順方向トラフィックチャネルが構
成されることを特徴とするトラフィックチャネルをセットアップする装置。
【請求項７】
　前記制御チャネルは、ページングチャネルであることを特徴とする請求項６に記載の装
置。
【請求項８】
　前記逆方向スロット割当データによって定義される逆方向トラフィックチャネルは、前
記順方向スロット割当データによって定義される順方向トラフィックチャネルからずらさ
れることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記順方向トラフィックチャネルおよび前記逆方向トラフィックチャネルは、多くとも
前記制御チャネルの期間の１／２ずらされていることを特徴とする請求項８に記載の装置
。
【請求項１０】
　前記プロセッサが、前記第１の制御サブチャネル上でスロット割当データを送信する間
に、逆方向チャネル割当要求をロードすることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　トラフィック・チャネルをセットアップする方法において、
　スロット割当データを、制御チャネルにおいて受信するステップであって、前記制御チ
ャネルは、前記制御チャネルの期間の１／２以下である第１の制御サブチャネルと、前記
制御チャネルの期間の１／２以下である第２の制御サブチャネルとに分割され、前記第１
の制御サブチャネルおよび前記第２の制御サブチャネルが時間的に連続して発生している
ステップを備え、
　前記受信するステップは、前記第１の制御サブチャネルにおいて順方向スロット割当デ
ータを受信し、および前記第２の制御サブチャネルにおいて逆方向スロット割当データを
受信すること含み、
　前記逆方向スロット割当データを受信している間に、前記順方向スロット割当データに
よる順方向トラフィックチャネル割当が抽出され、前記順方向トラフィックチャネルが構
成されることを特徴とする方法。
【請求項１２】
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　前記制御チャネルは、ページングチャネルであることを特徴とする請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記順方向トラフィックチャネルおよび前記逆方向トラフィックチャネルは、多くとも
前記制御チャネルの期間の１／２ずらされていることを特徴とする請求項１１に記載の方
法。
【請求項１４】
　トラフィクチャネルが設定されるアクセス端末において、
　制御チャネルの期間の１／２以下である第１の制御サブチャネルと、制御チャネルの期
間の１／２以下である第２の制御サブチャネルとに分割された制御チャネルを受信する受
信機であって、前記第１の制御サブチャネルおよび前記第２の制御サブチャネルが時間的
に連続して発生している受信機を備え、
　前記受信機は、前記第１の制御サブチャネルおよび前記第２の制御サブチャネルにおい
て、独立したスロット割当データをさらに受信して、各時分割多重（ＴＤＭ）スロットを
割当て、前記第１の制御サブチャネルにおいて順方向スロット割当データが受信され、前
記第２の制御サブチャネルにおいて逆方向スロット割当データが受信され、
　前記逆方向スロット割当データを受信している間に、前記順方向スロット割当データに
よる順方向トラフィックチャネル割当が抽出され、前記順方向トラフィックチャネルが構
成されることを特徴とするアクセス端末。
【請求項１５】
　前記制御チャネルは、ページングチャネルであることを特徴とする請求項１４に記載の
アクセス端末。
【請求項１６】
　前記受信機が、前記順方向スロット割当データによって定義される順方向トラフィック
チャネルからずらされた、前記逆方向スロット割当データによって定義される逆方向トラ
フィックチャネルを受信することを特徴とする請求項１５に記載のアクセス端末。
【請求項１７】
　前記順方向トラフィックチャネルおよび前記逆方向トラフィックチャネルは、多くとも
前記制御チャネルの期間の１／２ずらされていることを特徴とする請求項１６に記載のア
クセス端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信システムにおけるトラフィック・チャネルの割当に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムにおいて、無線チャネルは通信ユニット間の物理的リンクを提供する
。このようなシステムにおける設備は一般に、音声通信の場合は公衆交換電話網（ＰＳＴ
Ｎ）またはデータ通信の場合はデータ・ネットワークのようなネットワークと通信する基
地局プロセッサと、複数のユーザＰＣのようなエンドユーザ・コンピュータ装置と通信す
る１つ以上のアクセス端末とを有する。アクセス端末とコンピュータ装置の組み合わせを
フィールド・ユニットと呼ぶことができる。無線チャネルは、基地局プロセッサから加入
者アクセス・ユニットへのメッセージ伝送用の順方向チャネルと、フィールド・ユニット
から基地局プロセッサへのメッセージ伝送用の逆方向チャネルとを有する。
【０００３】
　無線インターネット・アクセスを実現するのに使用できる無線データシステムの場合、
各基地局プロセッサは一般に、多数のアクセス端末にサービスを提供し、これら端末はさ
らに、多数のエンドユーザ・コンピュータ装置にサービスを提供する。しかし、無線チャ
ネルは資源が限られているため、基地局プロセッサによってサービスが提供されるフィー
ルド・ユニット間にスケジューラが無線チャネルを割当てる。スケジューラは、トラフィ
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ック・デマンド（トラフィック要求）に基づいてフィールド・ユニット間に無線チャネル
を割当てる。
【０００４】
　複数のユーザ間のオンデマンド・アクセスをサポートする方法の１つは、ＴＤＭＡ（時
分割多重アクセス）と呼ばれ、この方式では、各無線チャネルは、特定の所定時間間隔す
なわちタイム・スロットの間のみ、特定のコネクションに割当てられる。複数のユーザ間
のオンデマンド・アクセスをサポートする第２の方法は、ＣＤＭＡ（符号分割多重アクセ
ス）と呼ばれ、この方式により、複数のユーザは同一の無線スペクトルを共有できる。無
線周波数（ＲＦ）スペクトルを狭いチャネル（例えば、アナログ無線システムでは各30kH
z）に分割する代わりに、ＣＤＭＡは広いスペクトル（IS-95として知られる米国ＣＤＭＡ
規格の場合、1.25MHz）全体に多数のチャネルを分散する。同時に同一のスペクトルを使
用する他のチャネルから特定のチャネルを分離するために、疑似ランダム（すなわち擬似
雑音またはＰＮ）コードと呼ばれる固有のディジタル・コードが各ユーザに割当てられる
。複数のユーザ（IS-95では最大64）がそれぞれ固有のコードを使用しながら同一のスペ
クトルを共有し、多くの従来システムにおける異なる周波数を分離するチューナに類似す
るプロセスで各端末においてデコーダがコードを分離する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　通信チャネルの定義に用いられるＰＮコードは一般に、規定されたコード繰返し周期す
なわちコード・エポック（epoch：時間区間）を有する。このような各エポック持続時間
（スロットとも呼ばれる）に対して、基地局の中央制御システムまたはプロセッサはさら
に、順方向トラフィック・チャネルの割当（順方向スロット割当、すなわち“ＦＳＡ”）
および逆方向トラフィック・チャネルの割当（逆方向スロット割当、すなわち“ＲＳＡ”
）をスケジュール設定して、各エポックの間移動ユニットをアクティブにすることができ
る。この方法は一般に、可能な限り多くのユーザをアクティブにするように全チャネルを
割当てるように行われる。一般に、新しいコード・チャネルを受信する前に、割当コマン
ドを受信して復調器を設定するのに所定の時間を必要とする。特に、ＰＮコードが別のユ
ーザ・コネクションに再割当てされると、通常は、受信機内のコード復調器を新しいコー
ドに固定化するのに所定の時間を必要とする。この結果、コード化されたチャネル上を移
動しなければならないデータ・パケットの受信に待ち時間が発生する。
【０００６】
　トラフィック・チャネルを調整するために、基地局プロセッサは、以下の方法で所定の
フィールド・ユニットと通信する。第１に、基地局プロセッサは、利用可能なチャネルが
存在することを念のために確認する。第２に、基地局プロセッサは、所定のフィールド・
ユニットにメッセージを送信し、利用可能なチャネルをセットアップする。所定のフィー
ルド・ユニットはメッセージを処理して（２～３エポック）チャネルをセットアップし、
セットアップが完了したことを確認する確認応答を送信する（１～２エポック）。チャネ
ルのティア・ダウン（tearing down：セットアップの解除）のために、基地局プロセッサ
は所定のフィールド・ユニットにメッセージを送信し、フィールド・ユニットはこのコマ
ンドを処理して（１～２エポック）、確認応答を返送する（１～２エポック）。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の原理を用いる通信システムは、パケットの待ち時間を低減し、これにより、オ
ンデマンド・アクセスでありパケット交換のＣＤＭＡ通信システムのような通信システム
におけるトラフィック・チャネルをセットアップするための応答時間を短くする。これら
の改良は、順方向および逆方向トラフィック・チャネルの両方に利用できる。
【０００８】
　チャネル・コード割当は、基地局（ＢＴＳ）からＢＴＳに対応するセル・ゾーン内のす
べての移動ユニットまで、パイプライン化され（データ路が作られて）、これにより、ト
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ラフィック・データの実際の伝送は、チャネル割当の２エポック後以内に開始できる。こ
の遅延を最小に保つことが、待ち時間の改良につながる。
【０００９】
　遅延を短く維持するのに役立つ少なくとも３つの構成が存在する。すなわち、（i）ペ
ージング・チャネルのような制御チャネルを２つの制御サブチャネルすなわちハーフ・チ
ャネル（状況に応じて順方向ハーフ・チャネルおよび逆方向ハーフ・チャネルと呼ばれる
）などの制御サブチャネルに分割する。ここで、２つの制御サブチャネルの場合、新しい
分割ページング・チャネルは標準制御チャネルの持続時間の約１／２以下（例えば、ハー
フ・エポック）である。（ii）スロット割当／割当解除コマンドが重複している（すなわ
ち連続するスロット割当に対して複数回送信する）ため、順方向および逆方向トラフィッ
ク・チャネルをエポックの約１／２ずらし、ＢＴＳに返送する確認応答を省く。順方向お
よび逆方向スロット割当データが約１／２以下のエポック持続時間のオブジェクトで伝送
され、順方向および逆方向サブチャネル（例えばページング・サブチャネル）のそれぞれ
において、基地局プロセッサからフィールド・ユニットに伝送される。
【００１０】
　これらの２つの構成は、1回の順方向および逆方向チャネル割当に対して、１または２
エポックまで待ち時間を短くする。これにより、ユーザへの応答時間に顕著な改良が見ら
れる。
【００１１】
　一実施形態においては、本発明が、基地局およびフィールド・ユニットにおけるリンク
層ソフトウェアで用いられて、チャネルの待ち時間を改良でき、さらに、ＣＤＭＡパケッ
ト交換通信システムを使用するあらゆるシステムで利用可能である。
【００１２】
　本発明の前述およびその他の目的、特徴、および利点は、添付図面に示す本発明の好ま
しい実施形態の以下の詳細な説明で明らかになるであろう。図面では、同一参照符号は異
なる図面においても同一部品を指す。図面は必ずしも縮尺通りでなく、本発明の原理を示
すことに重点が置かれている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、本発明の好ましい実施形態を説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の原理による、パケット待ち時間を低減するのに適した無線通信システ
ムを示す。パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、データ通信可
能な携帯電話など（総称してＰＣ）１２ａ～１２ｅのような、多数のデータ処理装置が、
有線コネクション２０を介してアクセス端末（ＡＴ）１４ａ～１４ｄのサブセットと通信
する。有線コネクション２０は一般に、ＴＣＰ／ＩＰまたはＵＤＰ／ＩＰパケットが埋め
込まれたEthernet（登録商標）のような有線プロトコルに準拠する。ＰＣ１２とＡＴ１４
の組み合わせは、フィールド・ユニット１５またはリモート・ユニットと呼ばれる。第２
フィールド・ユニット１５ｂの場合、ＡＴ１４ｂに対応するＰＣはＡＴ１４ｂに内蔵され
ているため、図示されていない。
【００１５】
　フィールド・ユニット１５ａ～１５ｄは、無線リンク２６を介して基地局プロセッサ（
ＢＳＰ）１６と無線通信を行う。無線リンク２６は、ＲＦ媒体を介する通信をサポートす
るIS-95またはその他の無線プロトコルなどの無線プロトコルに準拠する。
【００１６】
　また、基地局プロセッサ１６は、インターネットワーキング・ゲートウェイ１８を介し
て、インターネットなどの公共のアクセス・ネットワーク２８に接続されている。インタ
ーネットワーキング・ゲートウェイ１８は、一般に、ブリッジ、ルータまたはネットワー
ク・バックボーンへのその他のコネクションであり、インターネット・サービス・プロバ
イダ（ＩＳＰ）などの遠隔プロバイダによって提供される。このように、ＰＣ１２のエン
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ド・ユーザには、ＡＴ１４および基地局プロセッサ１６を介して、公共のアクセス・ネッ
トワーク２８との無線コネクションが提供される。
【００１７】
　一般に、ユーザＰＣ１２は、ローカル・エリア・ネットワークまたはバス・コネクショ
ンのような有線リンク２０上でフィールド・ユニット１５にメッセージを送信する。フィ
ールド・ユニット１５は、無線リンク２６を介して、基地局プロセッサ１６にメッセージ
を送信する。基地局プロセッサ１６は、インターネットワーキング・ゲートウェイ１８を
介して公共のアクセス・ネットワーク２８にメッセージを送信し、ネットワーク２８上に
配置された遠隔ノード３０に配信する。同様に、ネットワーク上に配置された遠隔ノード
３０は、インターネットワーキング・ゲートウェイ１８を介して基地局プロセッサ１６に
メッセージを送信することにより、フィールド・ユニット１５にメッセージを送信できる
。基地局プロセッサ１６は、無線リンク２６を介して、ＰＣ１２にサービスを提供するア
クセス端末１４にメッセージを送信する。アクセス端末１４は、有線リンク２０を介して
ＰＣ１２にメッセージを送信する。したがって、ＰＣ１２および基地局プロセッサ１６は
、無線リンク２６のエンド・ポイントと見ることができる。
【００１８】
　前述のとおり、一般に、利用可能な無線チャネル資源に比べて多くのフィールド・ユニ
ット１５が存在する。この理由から、一種のデマンド・ベース、つまり要求に応じる多重
アクセス技術に従って無線チャネルを割当て、利用可能な無線チャネルを最大限に活用す
る。多重アクセスは、多くの場合、物理層において提供されるか、または、ＴＤＭＡ（時
分割多重アクセス）もしくはＣＤＭＡ（符号分割多重アクセス）技術などの、無線周波数
信号を操作する技術によって提供される。いずれにしても、無線スペクトルの性質は、共
有が期待される媒体ということである。これは、電話線またはネットワーク・ケーブルな
どの有線媒体は、入手するのが比較的安価で、常時接続可能（オープン）に維持されるの
も比較的安価であるという、データ伝送の慣習的な有線環境とはまったく異なる。
【００１９】
　一般的な無線伝送において、送信メッセージは、多くの場合、確認応答メッセージの返
信を引き起こす。１つの無線チャネルがメッセージを送信するのに割当てられ、第２の無
線チャネルが返信メッセージを送信するために反対方向に割当てられる。無線チャネルの
割当は、当技術分野で公知のさまざまな方法により実現できる。
【００２０】
　図２は、無線システム１０の順方向チャネル割当について待ち時間の改良（すなわち低
減）を示すタイミング図３０である。この改良は、パケット交換（packet switched）Ｃ
ＤＭＡ通信システムについて説明されているが、ＴＤＭＡまたは順方向スロット割当を伴
うその他の多重化システムにおける待ち時間の低減にも利用できる。本ＣＤＭＡの場合、
基地局プロセッサ１６からフィールド・ユニット１５への順方向リンクは、ページング・
チャネル、複数のトラフィック・チャネルおよびメンテナンス・チャネルを含む。タイミ
ング図３０は、ページングおよびトラフィック・チャネルにおける信号の相対的なタイミ
ングを含む。
【００２１】
　タイミング図３０は、水平方向では４つのエポック３２－１から３２－４に分割され、
垂直方向では順方向チャネルの伝送および起動に用いる一連の手順に分割されている。第
１ステップ３４では、基地局プロセッサ１６が順方向スロット割当をページング／Ｆバッ
ファ・オブジェクトにロードする。ページング／Ｆバッファ・オブジェクトは、従来技術
の標準バッファ・オブジェクトとしてオーバーヘッド情報を一般的には含むが、順方向ト
ラフィック・チャネルについてのトラフィック・チャネル割当データを含むのみである。
これより、持続時間に関して１／２エポックのみでよい。第２ステップ３６では、ページ
ング／Ｆバッファ・オブジェクトは基地局プロセッサ１６によってフィールド・ユニット
１５に伝送され、フィールド・ユニット１５によって復調される。第３ステップ３８では
、フィールド・ユニット１５は、ページング／Ｆバッファ・オブジェクトを復号化し、順
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方向チャネル割当を抽出して受信機を順方向チャネル用に設定する。第４ステップ４０で
は、ページング／Ｆバッファ・オブジェクトを復号化した１／２エポック後に、フィール
ド・ユニット１５が順方向チャネル上のデータ・トラフィックを復号化する。
【００２２】
　ページング・チャネルは、順方向スロット割当データを伝送するサブチャネルと、逆方
向スロット割当データを伝送するサブチャネルとの２つのサブチャネルに分割されてもよ
い。各サブチャネルは、エポック長さの約１／２以下にでき、「順方向」ハーフ・チャネ
ルおよび「逆方向」ハーフ・チャネルと呼ばれる。
【００２３】
　なお、ページング・チャネルは、さらに、エポック長さの約１／ｎ以下の（ｎはサブチ
ャネルの数である）、よりも小さく分割されたサブチャネルに細分できる。さらに、サブ
チャネルの長さは、組み合わせた長さが１エポック以下の長さである限り、異なっていて
もよい。なお、細分されたチャネルは、メンテナンス・チャネルまたは未使用のトラフィ
ック・チャネルなどの、ページング・チャネル以外のチャネルであってもよい。
【００２４】
　以後の説明では、ページング・チャネルは、ハーフ・チャネルと呼ばれる２つのサブチ
ャネルに分割されている、と仮定する。
【００２５】
　図２に示すとおり、ステップ３６では、第１エポック３２－１でロードされた順方向ペ
ージング／Ｆオブジェクトがエポック３２－２の最初の１／２エポック中に第1ハーフ・
チャネル上を伝送され、また、同一のエポック３２－２の最初の１／２エポック中に復調
される。エポック３２－２の第２の半分はフィールド・ユニット１５が使用し、メッセー
ジまたは制御データの形式で送信されるスロット割当データを復号化し、順方向トラフィ
ック・チャネルを設定する。これは、順方向チャネル割当が順方向ハーフ・チャネルの１
エポック（例えば、エポック３２－２）内に収められ、その後、順方向トラフィックが直
ぐ次のエポック（例えば、エポック３２－３）内に収められることができることを意味す
る。これにより、例えばエポック３２－２全体を占めて、２つ後のエポック３２－４まで
順方向トラフィック・データの準備ができない、標準のフル・ページング・チャネル、バ
ッファ・オブジェクトを復調するのに通常は必要である、全体エポックの余分な時間を節
減する。
【００２６】
　図３は、無線システム１０の逆方向チャネル割当に対する待ち時間の改良（すなわち、
低減）を示すタイミング図５０である。順方向エポック３２および対応する逆方向エポッ
ク５２のセットが、順方向と逆方向の間のタイミングの関係を示すために提供されている
。図３で定義されるプロセスは、図２で示されている順方向ページング／Ｆステップ３４
～４０と類似の逆方向ページング／Ｒステップ５４ａ～６０を含む。
【００２７】
　図３に戻って、前の説明と同様に、ページング・チャネルは２つのハーフ・チャネルに
分割されている。第１のハーフ・チャネルを用いて、１／２サイズのページング／Ｆオブ
ジェクトを前述のとおり伝送し、第２のハーフ・チャネルを用いて、１／２サイズのペー
ジング／Ｒオブジェクトを伝送する。逆方向トラフィックに対しては、１／２サイズのペ
ージング／Ｆオブジェクトの場合と同様に、１／２サイズのページング／Ｒオブジェクト
が標準オブジェクトのオーバーヘッド・データを含み、同様に、１／２サイズのページン
グ／Ｒオブジェクトも逆方向スロット割当（ＲＳＡ）データを含む。逆方向スロット割当
（ＲＳＡ）データは、第２のエポック３２－２の第２のハーフ・エポック中に送信されて
復号化される。ステップ３６とステップ５６とを比較すると、順方向および逆方向ハーフ
・チャネルのタイミング関係を見ることができる。
【００２８】
　逆方向エポック５２がエポックの半分ずらされることにより、逆方向スロット割当（ス
テップ５６）の送信と実際の逆方向トラフィック（ステップ６０）の伝送との間の遅延量
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・チャネルで伝送され、その次のエポック５２－３中に逆方向トラフィック・データが逆
方向スロット割当データによって定義された逆方向チャネルで送信されることを意味する
。
【００２９】
　ページング・チャネルをハーフ・エポック持続時間の２つのチャネルに分割し、ページ
ング／Ｆおよびページング／Ｒオブジェクトを個別に伝送することにより、完全な１エポ
ック中に共に連結されて伝送されるページング／Ｆおよびページング／Ｒオブジェクトを
伴う完全な標準ページング・チャネルを復号化するのに通常必要とされる、余分な時間の
エポックを節減する。また、１／２エポックのみのページング／Ｒオブジェクトを作成す
ることにより、基地局プロセッサ１６は、エポックの半分まで、逆方向スロット割当のロ
ーディングを遅らせる（例えば、第１の順方向エポック３２－１の開始ではなく第１の逆
方向エポック５２－１の開始でローディングを開始する）ことができる。これにより、通
常であればもう１つのエポックを待つことが必要となる、割当に入るための遅れた要求が
許容される。
【００３０】
　このシステムはさらに改良でき、図４のタイミング図５０のローディング・ステップ５
４ｂにより定義されるとおり、基地局プロセッサ１６が第１の順方向エポック３２－１の
後まで逆方向スロット割当のローディングを遅らせる。
【００３１】
　スロット割当は物理層に到達し、１エポック内で基地局プロセッサ１６とフィールド・
ユニット１５の間で伝送されると仮定する。この結果、待ち時間全体についてさらに１／
２エポックの改良となる。
【００３２】
　なお、本明細書に述べるプロセスは、ソフトウェア、ファームウェアまたはハードウェ
アにより提供できる。ソフトウェアは、ＲＡＭ、ＲＯＭ、光ディスクもしくは磁気ディス
ク、またはその他の記憶媒体に格納できる。ソフトウェアは、ここに述べる、または公知
の、有線または無線通信機能を実現できる装置と相互作用するプロセッサによってロード
されて実行され、図１のシステム１０で動作できる。ソフトウェアは、商業上で一般に用
いられる、物理的または無線の配信方法によって配布できる。
【００３３】
　本発明を好ましい実施形態により図示し、説明してきたが、当業者には、添付の特許請
求の範囲に包含される本発明の範囲から逸脱することなく、形態または細部に各種の変更
を加えることが可能であることは理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本明細書で述べる無線ページング・チャネル技術を実行するのに適した無線通信
システムのブロック図である。
【図２】図１のシステムで使用される本発明の原理による、順方向チャネル割当技術のタ
イミング図である。
【図３】図１のシステムで使用される本発明の原理による、逆方向チャネル割当技術のタ
イミング図である。
【図４】図１のシステムで使用される本発明の原理による、逆方向チャネル割当の別の技
術のタイミング図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１０　時分割多重通信システム
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